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平成２９年１２月１４日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２７年（ネ）第１７９０号各損害賠償等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所

８３号，  

口頭弁論終結日 平成２９年３月１７日 

            判         決 

当事者の表示  別紙控訴人目録，同控訴人代理人目録並びに被控訴人及び同指定

代理人目録に記載のとおり（添付省略） 

            主         文 

    １ 控訴人らの当審における追加請求のうち憲法２９条３項に基づく請求

に係る訴えをいずれも却下し，その余の当審における追加請求及び本件

控訴をいずれも棄却する。 

２ 当審における訴訟費用はすべて控訴人らの負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人は，控訴人ら各自に対し，別紙謝罪文を交付し，かつ同謝罪文を官

報に掲載せよ。 

３ 第１事件について 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第１事件」控訴人番号１から１１ま

で，同１３，同１４，同１６，同１８，同２１から２３まで，同２５から同

３３まで，同３５の１，同３６の１及び同３７から同３９までの控訴人らに

対し，各金１０００万円並びにこれらに対する平成１８年６月１０日から支

払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第１事件」控訴人番号１２の１の控

訴人に対し金３３３万３３３４円，同１２の２及び同１２の３の控訴人らに
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対し各金３３３万３３３３円並びにこれらに対する平成１８年６月１０日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第１事件」控訴人番号１５の１から

同１５の５までの控訴人らに対し各金２００万円及びこれらに対する平成１

８年６月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第１事件」控訴人番号１７の１の控

訴人に対し金６００万円，同１７の２の控訴人に対し金４００万円及びこれ

らに対する平成１８年６月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員

を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第１事件」控訴人番号１９の１の控

訴人に対し金４００万円，同１９の２及び同１９の３の控訴人らに対し各金

３００万円並びにこれらに対する平成１８年６月１０日から支払済みまで年

５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第１事件」控訴人番号２０の１から

同２０の４までの控訴人らに対し各金２５０万円及びこれらに対する平成１

８年６月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第１事件」控訴人番号２４の１から

同２４の３まで，同２４の５及び同２４の６の控訴人らに対し各金１５０万

円，同２４の４の控訴人に対し金２５０万円並びにこれらに対する平成１８

年６月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第１事件」控訴人番号３４の１から

同３４の４までの控訴人らに対し各金２５０万円及びこれらに対する平成１

８年６月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第１事件」控訴人番号４０の１から

同４０の３までの控訴人らに対し各金２５０万円，同４０の４及び同４０の

５の控訴人らに対し各金１２５万円並びにこれらに対する平成１８年６月１
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０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ４ 第２事件について 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第２事件」控訴人番号１から同５ま

で，同７から同２０まで，及び同２２の控訴人らに対し，各金１０００万円

並びにこれらに対する平成２０年９月２３日から支払済みまで年５分の割合

による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第２事件」控訴人番号６の１から同

６の３まで，同６の５及び同６の６の控訴人らに対し各金１４１万６０００

円，同６の４の控訴人に対し金２９２万円並びにこれらに対する平成２０年

９月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第２事件」控訴人番号２１の１及び

同２１の２の控訴人らに対し各金５００万円並びにこれらに対する平成２０

年９月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ５ 第３事件について 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第３事件」控訴人番号１から同１１

まで，同１２の１，同１３，同１５から同１８まで，同２０，同２１，同２

２の１及び同２３から同４５までの控訴人らに対し，各金１０００万円並び

にこれらに対する平成２１年４月１７日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第３事件」控訴人番号１４の１から

同１４の４までの控訴人らに対し各金２５０万円及びこれらに対する平成２

１年４月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第３事件」控訴人番号１９の１から

同１９の５までの控訴人らに対し各金２００万円及びこれらに対する平成２

１年４月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

６ 第４事件について 
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   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第４事件」控訴人番号１，同２，同

４から同６まで，同８から同１０まで，同１１の１，同１３から同１６まで，

同１８，同１９，同２１から同２６まで，同２８から同３０まで，同３２か

ら同５２まで，同５３の１及び同５４から同８１までの控訴人らに対し，各

金１０００万円並びにこれらに対する平成２１年１１月２１日から支払済み

まで年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第４事件」控訴人番号３の１から同

３の４までの控訴人らに対し各金２５０万円及びこれらに対する平成２１年

１１月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第４事件」控訴人番号７の１及び同

７の３の控訴人らに対し各金３００万円，同７の２の控訴人に対し金４００

万円並びにこれらに対する平成２１年１１月２１日から支払済みまで年５分

の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第４事件」控訴人番号１２の１及び

同１２の３の控訴人らに対し各金３００万円，同１２の２の控訴人に対し金

４００万円並びにこれらに対する平成２１年１１月２１日から支払済みまで

年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第４事件」控訴人番号１７の１から

同１７の４までの控訴人らに対し各金２５０万円及びこれらに対する平成２

１年１１月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第４事件」控訴人番号２０の１の控

訴人に対し４００万円，同２０の２から同２０の４までの控訴人らに対し各

金２００万円及びこれらに対する平成２１年１１月２１日から支払済みまで

年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第４事件」控訴人番号２７の１及び

同２７の２の控訴人らに対し各金５００万円並びにこれらに対する平成２１
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年１１月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

   被控訴人は，別紙控訴人目録記載の「第４事件」控訴人番号３１の１から

同３１の５までの控訴人らに対し各金２００万円及びこれらに対する平成２

１年１１月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は，中華人民共和国国民である控訴人ら（第１事件原告（訴え提起当初

は４０名であったが，訴訟係属中に１０名が死亡して合計３４名が本件訴訟を

承継し，合計６４名となった。），第２事件原告（訴え提起当初は２２名であ

ったが，訴訟係属中に２名が死亡して８名が本件訴訟を承継し，合計２８名と

なった。），第３事件原告（訴え提起当初は４５名であったが，訴訟係属中に

４名が死亡して１１名が本件訴訟を承継し，合計５２名となった。）及び第４

事件原告（訴え提起当初は８１名であったが，訴訟係属中に９名が死亡して２

７名が本件訴訟を承継し，合計９９名となった。）の合計２４３名（各訴え提

起時の控訴人合計は１８８名））が，日本軍が第二次世界大戦中に当時の中華

民国の新首都となった四川省重慶市及びその周辺地域において行った爆撃が

一般市民に大量の犠牲を生じさせる無差別爆撃であり，これにより控訴人らや

その親族多数を殺傷したこと等が当時の国際法（「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条

約」（以下「ヘーグ陸戦条約」という。）３条並びに同条約及び「空戦に関す

る規則案」（以下「空戦規則案」という。）等の内容が国際慣習法となったも

の），我が国の民法の不法行為規定，条理，当時の中華民国民法の不法行為規

定に違反し，また，同大戦後は，違法な立法不作為により救済のための立法を

せず，行政不作為により救済措置をとることを怠り，控訴人ら，承継前控訴人

ら又は承継前原告らに精神的損害を与えた旨を主張して，被控訴人に対し，慰

謝料（控訴人（訴訟承継があった場合には承継前控訴人又は承継前原告）１名

につき１０００万円）及びこれに対する遅延損害金（各事件訴状送達日の翌日

から各支払済みまで民法所定の年５分の割合によるもの）の支払並びに別紙謝
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罪文の交付及び同謝罪文の官報への掲載を求める事案である。 

  原審は控訴人らの請求をいずれも棄却し，控訴人らが控訴した。控訴人らは，

当審において，後記３記載の請求にかかる訴えを追加する旨の訴えの変更をし

たが，被控訴人は控訴人らの訴えの変更に同意しないとしている。 

２ 訴訟承継等，当事者の主張及び争点は，次のとおり補正し，後記３に当審に

おける控訴人らの追加請求に関する当事者の主張を付加するほかは，原判決の

「事実及び理由」中「第２ 事案の概要等」の２，「第３ 当事者の主張」及

び「第４ 争点」に記載のとおりであるから，これを引用する。 

  原判決４頁１２行目末尾の後に行を改めて，次のとおり加える。 

   「  １審原告Ａは，訴訟係属中の平成２０年１２月９日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の配偶者である第１事件控訴人番号１２の１，同

原告の子である第１事件控訴人番号１２の２及び同番号１２の３であ

り，同相続人らは，遺産分割協議により，本件請求について，各３分の

１の割合で１審原告Ａの権利義務を承継した。 

     １審原告Ｂは，訴訟係属中の平成２７年６月２７日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の配偶者である第１事件控訴人番号１５の１，同

原告の子である第１事件控訴人番号１５の２，同番号１５の３，同番号

１５の４及び同番号１５の５であり，同相続人らは，遺産分割協議によ

り，本件請求について，各５分の１の割合で１審原告Ｂの権利義務を相

続した。 

     １審原告Ｃは，訴訟係属中の平成２６年３月１２日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の子である第１事件控訴人番号１９の１，同番号

１９の２，同番号１９の３であり，同相続人らは，遺産分割協議により，

本件請求について，第１事件控訴人番号１９の１が４割，同番号１９の

２及び同番号１９の３が各３割の割合で１審原告Ｃの権利義務を相続し

た。 
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     １審原告Ｄは，訴訟係属中の平成２０年１月２日頃死亡した。同原告

の相続人は，同原告の子である第１事件控訴人番号２０の１，同番号２

０の２，同番号２０の３及び同番号２０の４であり，同相続人らは，遺

産分割協議により，本件請求について，各４分の１の割合で１審原告Ｄ

の権利義務を相続した。 

     １審原告Ｅは，訴訟係属中の平成２０年１０月２２日頃死亡した。同

原告の相続人は，同原告の配偶者である第１事件控訴人番号２４の１，

同原告の子である第１事件控訴人番号２４の２，同番号２４の３，同番

号２４の４，同番号２４の５，同番号２４の６であり，同相続人らは，

遺産分割協議により，本件請求について，第１事件控訴人番号２４の４

が２５パーセント，その余の相続人が各１５パーセントの割合で１審原

告Ｅの権利義務を相続した。 

     １審原告Ｆは，訴訟係属中の平成２１年１２月２４日頃死亡した。同

原告の相続人は，同原告の子である第１事件控訴人番号３４の１，同番

号３４の２，同番号３４の３，同番号３４の４であり，同相続人らは，

遺産分割協議により，本件請求について，各４分の１の割合で１審原告

Ｆの権利義務を相続した。 

     １審原告Ｇは，訴訟係属中の平成１９年１１月２５日頃死亡した。同

原告の相続人は，同原告の配偶者である第１事件控訴人番号３５の１で

あり，同相続人は，本件請求について，１審原告Ｇの権利義務を相続し

た。 

     １審原告Ｈは，訴訟係属中の平成２０年１２月２２日頃死亡した。同

原告の相続人は，同原告の弟の配偶者である第１事件控訴人番号３６の

１であり，同相続人は，本件請求について，１審原告Ｈの権利義務を相

続した。 

     １審原告Ｉは，訴訟係属中の平成２６年２月１８日頃死亡した。同原
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告の相続人は，同原告の子である第２事件控訴人番号２１の１，同番号

２１の２であり，同相続人らは，遺産分割協議により，本件請求につい

て，各２分の１の割合で１審原告Ｉの権利義務を相続した。 

 １審原告Ｊは，訴訟係属中の平成２４年４月２７日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の子である第３事件控訴人番号１２の１であり，

同相続人は，本件請求について，１審原告Ｊの権利義務を相続した。 

 １審原告Ｋは，訴訟係属中の平成２７年３月１９日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の子である第３事件控訴人番号１４の１，同番号

１４の２，同番号１４の３，同番号１４の４であり，同相続人らは，遺

産分割協議により，本件請求について，各４分の１の割合で１審原告Ｋ

の権利義務を相続した。 

 １審原告Ｌは，訴訟係属中の平成２４年１２月２９日頃死亡した。同

原告の相続人は，同原告の子である第３事件控訴人番号１９の１，同番

号１９の２，同番号１９の３，同番号１９の４，同番号１９の５であり，

同相続人らは，遺産分割協議により，本件請求について，各５分の１の

割合で１審原告Ｌの権利義務を相続した。 

 １審原告Ｍは，訴訟係属中の平成２７年１月５日頃死亡した。同原告

の相続人は，同原告の配偶者である第３事件控訴人番号２２の１であり，

同相続人は，本件請求について，１審原告Ｍの権利義務を相続した。 

 １審原告Ｎは，訴訟係属中の平成２６年３月２７日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の配偶者である第４事件控訴人番号３の１，同原

告の子である第４事件控訴人番号３の２，同番号３の３，同番号３の４

であり，同相続人らは，遺産分割協議により，本件請求について，各４

分の１の割合で１審原告Ｎの権利義務を相続した。 

 １審原告Ｏは，訴訟係属中の平成２１年９月１３日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の子である第４事件控訴人番号７の１，同番号７
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の２，同番号７の３であり，同相続人らは，遺産分割協議により，本件

請求について，第４事件控訴人番号７の２が４０パーセント，その余の

相続人が各３０パーセントの割合で１審原告Ｏの権利義務を相続した。 

 １審原告Ｐは，訴訟係属中の平成２２年１２月１７日頃死亡した。同

原告の相続人は，同原告の子である第４事件控訴人番号１１の１であり，

同相続人は，本件請求について，１審原告Ｐの権利義務を相続した。 

 １審原告Ｑは，訴訟係属中の平成２２年９月１９日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の子である第４事件控訴人番号１２の１，同番号

１２の２，同番号１２の３であり，同相続人らは，遺産分割協議により，

本件請求について，第４事件控訴人番号１２の２が４０パーセント，そ

の余の相続人が各３０パーセントの割合で１審原告Ｑの権利義務を相続

した。 

 １審原告Ｒは，訴訟係属中の平成２７年７月２日頃死亡した。同原告

の相続人は，同原告の子である第４事件控訴人番号１７の１，同番号１

７の２，同番号１７の３，同番号１７の４であり，同相続人らは，遺産

分割協議により，本件請求について，各４分の１の割合で１審原告Ｒの

権利義務を相続した。 

 １審原告Ｓは，訴訟係属中の平成２４年１月１４日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の配偶者である第４事件控訴人番号２０の１，同

原告の子である第４事件控訴人番号２０の２，同番号２０の３，同番号

２０の４であり，同相続人らは，遺産分割協議により，本件請求につい

て，第４事件控訴人番号２０の１が４０パーセント，その余の相続人が

各２０パーセントの割合で１審原告Ｓの権利義務を相続した。 

 １審原告Ｔは，訴訟係属中の平成２４年４月２９日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の子である第４事件控訴人番号２７の１，同番号

２７の２であり，同相続人らは，遺産分割協議により，本件請求につい
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て，各２分の１の割合で１審原告Ｔの権利義務を相続した。 

 １審原告Ｕは，訴訟係属中の平成２６年３月１９日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の子である第４事件控訴人番号３１の１，同番号

３１の２，同番号３１の３，同番号３１の４，同番号３１の５であり，

同相続人らは，遺産分割協議により，本件請求について，各５分の１の

割合で１審原告Ｕの権利義務を相続した。 

 １審原告Ｖは，訴訟係属中の平成２３年１月１７日頃死亡した。同原

告の相続人は，同原告の子である第４事件控訴人番号５３の１であり，

同相続人は，本件請求について，１審原告Ｖの権利義務を相続した。」 

３ 当審における控訴人らの追加請求に関する当事者の主張 

（控訴人らの主張） 

 １９７７年ジュネーブ諸条約第一追加議定書９１条に基づく請求 

ア 概要 

一般に，国際法は，武力紛争時の加害国の国際人道法に違反した行為に

よって個人に被害が発生した場合，その被害者への損害賠償を実現する方

法として，① 被害者の属する国家が外交保護権を行使して加害国に被害

者個人の損害賠償を請求する方法及び② 被害者個人が，直接に加害国に

対して損害賠償を請求する方法を想定している。 

しかるところ，国際法は，初期の段階では，国際人道法違反の行為に

よって被害を受けた個人への損害賠償について，上記①の方法のみしか

認めていなかったが，その後，国際法上の戦争観は、武力紛争時にも極

力人権保障の趣旨を及ぼし被害者個人への保護・救済を手厚くする方向

に転換してきた。この転換に伴い，上記②の方法も併せて認める考えに

変わり，遅くとも１９７７年にジュネーブ諸条約第一追加議定書（以下

「第一追加議定書」という。）に９１条の規定が設けられた時点までに，

被害者個人への保護・救済を全うするためには上記①の方法だけでは決
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定的に不十分であるとの認識が行き渡り，国際人道法上は上記②の方法

をも併せて認める考え方に転換していた。 

      第一追加議定書については，日本は，平成１６年８月の通常国会で加

入が承認され，同年８月３１日に加入し，平成１７年２月２８日に発効

している。したがって，控訴人らは，第一追加議定書９１条に基づいて，

直接，被控訴人に対する損害賠償及び謝罪を請求するものである。 

   イ 第一追加議定書９１条の制定経緯等 

  １９４９年のジュネーブ諸条約の制定 

第二次世界大戦直後の国際人道法改訂で，被害者個人に加害国に対し

損害賠償を請求する権利を認めることの必要性は自覚されていたが，よ

り直接的な関心を呼んだのは，民間人の犠牲者が軍隊構成員の犠牲者数

と同数になった現実への対策であった。そこで，１９４９年に赤十字国

際委員会が国際人道法の改訂のために開いた「国際条約作成のための外

交会議」では，「戦争犠牲者保護」をテーマにして議論がなされ，その

結果，同年８月にジュネーブ諸条約が制定された。同条約については，

日本は，昭和２８年４月２１日に加入を通告し，同年７月２９日の国会

承認を経て，同年１０月２１日に同条約が発効した。 

ジュネーブ諸条約は，第一条約は戦地にある軍隊の傷病者等の改善を

定め，第二条約は海戦における犠牲者の増加を考慮に入れて海上にある

軍隊の傷病者等の改善を定めた。第三条約は捕虜の待遇について定め，

さらに第四条約は戦時における文民の保護について規定した。特に，   

第四条約は，第二次世界大戦における武器の破壊力の著しい増大を伴っ

た都市への大規模な無差別攻撃，ドイツのユダヤ人虐殺などのホロコー

ストなどによる民間人犠牲の増大を直接の契機とし，一般住民をいかに

戦争の影響から保護するかの課題から，それまで直接的には国際人道法

上の明確な保護対象となっていなかった「文民」を保護の対象に加えて，
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保護範囲を明確化した。また，上記ジュネーブ諸条約は，事実上の戦争

にも明示にその適用範囲を拡大した。 

  第一追加議定書の制定経緯及び同議定書９１条の意義 

ジュネーブ諸条約成立後も，実際には武力紛争はあとを絶たず，第二

次大戦後の５０年間に発生した主要な武力紛争は１５０件を超え，その

死者は４０００から５０００万人に及び，負傷者や難民などの犠牲者は

その数倍に達している。交戦者と一般住民の死亡者の割合は，朝鮮戦争

の時には，交戦者１６％対一般住民８４％と逆転し，ベトナム戦争にな

ると，実に，交戦者５％対一般住民９５％になった。このように戦争の

最大の犠牲者は敵対行為に直接参加しない一般住民であるといっても

過言ではない状況が発生するに至り，一般住民の保護と一般住民の被害

者救済の実効性を持たせるための新たな条約が必要になった。 

第一追加議定書は，第１編ないし第６編の全１０２条で構成されて

いるところ，第２編から第４編は，人権の普遍的価値の増進を目指し

て，住民保護規定の拡充及び戦闘方法の規制を強化し，これらの国際

人道法上の人権保障の履行を確保するために第５編において，戦争犯

罪者の刑事責任（８５条）及び国家の賠償責任（９１条）の制度を規

定している。 

   以上のような第一追加議定書の制定経緯及び構成に照らして，第９

１条は，加害国家に対して敗戦国・戦勝国にかかわらず，国際人道法

違反行為によって人が被害を受けた場合，これを国家の外交的保護に

委ねるのではなく，その被害者は個人として，加害国に対して直接，

賠償請求できることを明確にしたものであることは明らかである。 

    ウ 第一追加議定書９１条の定める国家責任 

 第一追加議定書第９１条は，第１文で「諸条約又はこの議定書の規定

に違反した紛争当事国は，必要な場合には，賠償を支払う義務を負う。」
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と規定し，ジュネーブ諸条約及び第一追加議定書に違反した行為に対し

て加害国に被害者個人への損害賠償義務を負わせた。 

第一追加議定書が拡充した最大の点は住民（文民）保護であり，個人

の尊重を義務づけた人権法を重視して拡張された。そのため，第９１条

の賠償対象は被害住民が中心であり，詳細な攻撃対象に対する戦闘方法

の禁止を規定し住民の人権保護を拡大したのであるから，実効性を持た

せるためには，第９１条は当然に被害住民に直接加害国に対して賠償請

求する権利を認めた規定と解される。 

 また，第９１条は，第２文で「紛争当事国は，自国の軍隊の一部を構

成する者が行ったすべての行為について責任を負わなければならない。」

と規定し，加害者の特定が不可能であっても，「自国の軍隊に属する者

が行ったすべての行為」に対して国家に責任を負わせることによって，

甚大な損害に対する実効的な事後救済を確保することを目的にしてい

る。 

この規定は，被害を受けた国民が個人として損害を回復するために加

害国政府に請求する道を簡略化したものであり，被害住民の国の意思に

かかわらず，独自に加害国に対する請求権を有していることを前提にし

ている。 

      エ 加害国の国内裁判所における救済（第一追加議定書に基づく賠償請求の

裁判管轄権） 

 日本国憲法は，第９８条第２項において，「日本国が締結した条約及

び確立された国際法規は，これを誠実に遵守することを必要とする」と

規定し，国際慣習法のみならず自国が締結した条約を，特段の変型のた

めの措置なくして，一括して国内法秩序の中に受容してそのままのかた

ちで国内法上の効力を認めている。このような「一括的受容方式」を採

用している日本国憲法の下では，条約は締結により国内法上の効力を有
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するに至る。 

 日本国政府は，条約の国内的実施には，通常は立法上の手当（新規立

法，既存の法律の改正等）を必要とするが，条約の規定がそのままのか

たちで国内的に適用し得る性質のもの，すなわち，「国内の裁判所が権

利義務関係についての争いの裁定に当たって，裁判の準則として国内法

を媒介することなく条約の規定に直接依拠することができるもの」を自

動執行力のある条約として取り扱っている。 

第一追加議定書は詳細な規定のため，日本が２００４年に国会承認す

る際にも，「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」（平成

１６年６月１８日法律第１１５号）を制定しただけで，同法１条で「国

際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行

為を処罰することにより，刑法（明治四十年法律第四十五号）等による

処罰と相まって，これらの国際人道法の的確な実施の確保に資すること

を目的とする。」と規定し，国内実施を可能とした。 

 第一追加議定書は，国内法的効力及び自動執行力を持つことから，同

条約に基づいて国家間で，個人の国際法上の権利能力を承認することに

ついて，合意があったことになる。いいかえれば，条約がこのような条

件を備えていれば国内裁判所はその条約を適用して判断をなしうるので

ある。この場合には国際機関ではなく国家機関である国内裁判所が国際

管轄権（国際法の執行）の行使を担当することになる。 

したがって，日本国の裁判所は，第一追加議定書上の問題に対する管

轄権を持ち，同議定書に準拠してこの管轄権を行使することができる。 

   憲法２９条３項に基づく損失補償請求 

   ア 概要 

控訴人らは，日本軍の無差別爆撃により死亡または身体もしくは健康に

対する重大な損害を被ったのであるから，憲法２９条３項の適用ないし類
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推適用に基づき，被控訴人に対し正当な補償を請求する。 

すなわち，日本は，第一追加議定書に平成１６年に加入し，平成１７年

２月から日本について効力が発生した。日本の場合，条約が日本に効力が

発生すれば憲法９８条２項の「日本国が締結した条約及び確立された国際

法規は，これを誠実に遵守することを必要とする」との規定により，被控

訴人は，平成１７年以降，第一追加議定書を誠実に遵守する義務を負い，

第９１条の被害者個人の対日民間賠償請求権についても誠実遵守義務を負

うことになる。 

     したがって，控訴人らは，第一追加議定書等を憲法解釈の法源として，

憲法２９条３項に基づいて，被控訴人に対する損害賠償及び謝罪請求を主

張する。 

   イ 憲法２９条３項の遡及適用等 

憲法には２９条３項を遡及的に適用する旨の文言はない。しかし，刑罰

不遡及の原則と異なり，そのことが同条項の遡及的適用を直ちに否定した

り禁止したりすることにはならない。すなわち，現行憲法の制定，施行の

前後で日本国という国家の同一性が失われていないこと，旧憲法時代にも

恩給法等により軍人軍属に対して補償措置がとられていたこと，援護法が

「国家補償の精神」に基づいて憲法施行前に被った戦争犠牲ないし戦争損

害に対する補償措置を講じていること，戦後復活した恩給法が憲法施行前

の旧軍人軍属にかかる戦争犠牲について補償措置がなされていることか

ら，憲法は憲法施行前の事項に対する補償措置をとることを認めていると

解される。他方で，控訴人らが生命，身体自由を奪われたことによる損失，

例えば身体に損傷を受けたり健康を害されたりしたことによる経済的損

失，精神的苦痛は，憲法施行後も日々継続して発生しているということが

できる。 

したがって，憲法２９条３項は，憲法施行前に生じた生命，身体の自由
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の侵害に起因する損失についても補償の対象としているというべきであ

る。 

   ウ 第一追加議定書を法源とする憲法２９条３項に基づく損失補償請求権 

     第一追加議定書は，第８５条で，文民を攻撃対象にし，「過度に死亡，

文民の障害または民用物の損傷をひきおこすことを知りつつ文民たる住民

または民用物に影響を与える無差別攻撃」が故意におこなわれ，「死亡ま

たは身体もしくは健康に対する重大な危害をひきおこした場合には」議定

書に対する重大な違反行為と規定し，かつ９１条で，「諸条約又はこの議

定書の規定に違反した紛争当事国は，必要な場合には，賠償を支払う義務

を負う。」と規定し，議定書での規定に違反して個人に損害を与えた場合

には，加害国に被害者への賠償を義務づけている。 

     重慶大爆撃当時，空戦規則案は条約化されていなかったが，国際慣習法

化されていた。重慶市及び四川省各都市は空戦規則案で定める無防守都市

であり，重慶大爆撃は，市街地への無差別爆撃であるから，当時の国際慣

習法に違反する。 

しかるところ，第一追加議定書の国際慣習法化及び日本の加入により，

憲法９８条２項の規定に照らしてこれを誠実に遵守する義務があるので，

日本の裁判所は，憲法２９条３項の解釈において，第一追加議定書の定め

に適合するように解釈しなければならない。被控訴人が加入する第一追加

議定書は，第９１条で，「諸条約又はこの議定書の規定に違反した紛争当

事国は，必要な場合には，賠償を支払う義務を負う。紛争当事国は，自国

の軍隊の一部を構成する者が行ったすべての行為について責任を負わなけ

ればならない。」と規定し，紛争当事国は，自国の軍隊が行なった違反行

為に対して被害者への賠償を義務づけているのであるから，重慶大爆撃被

害者の控訴人らには，憲法２９条３項に基づき，正当な補償を認められな

ければならない。 
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よって，第一追加議定書を憲法前文及び憲法９条とともに憲法解釈の法

源として憲法２９条３項に基づき，控訴人らが被控訴人に対して正当な補

償及び謝罪を求める請求は認められるべきである。 

エ 訴えの変更の許容性 

控訴人らは，控訴審において，憲法２９条３項の損失補償請求を，原審

で請求してきた国家賠償法に基づく損害賠償請求に追加的に併合するもの

であるが，本訴訟には，被控訴人以外の参加行政庁は存在しないから，被

控訴人の同意がなくても，控訴人らは上記の訴えの変更を行うことができ

る。 

（被控訴人の主張） 

 第一追加議定書９１条に基づく請求に関して 

 ア 条約法に関するウィーン条約２８条は，「条約は，別段の意図が条約自

体から明らかである場合及びこの意図が他の方法によって確認される場

合を除くほか，条約の効力が当事国について生ずる日前に行われた行為，

同日前に生じた事実又は同日前に消滅した事態に関し，当該当事国を拘束

しない。」と規定するとおり，条約の効力についての時間的適用範囲につ

いては，特別の合意のない限り，遡及しないのであり，このことは，第一

追加議定書についても同様である。そして，被控訴人が第一追加議定書へ

加入したのは平成１６年８月３１日，発効したのは平成１７年２月２８日

であるところ，控訴人らは，昭和１８年までに旧日本軍が行った爆撃によ

り発生した被害について賠償を求めており，これが，第一追加議定書の効

力が被控訴人について生ずる前になされた行為であることは明らかであ

る。 

   したがって，被控訴人が，本件爆撃について，第一追加議定書に基づい

て損害賠償責任を負うことはない。 

 イ また，個人がその属する国家以外の国から受けた戦争被害については，
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所属国以外の外交保護権の行使によって当該国家間において処理される

のが原則であり，特別の国際法規範が存在しない限り，個人が加害国に対

して直接，損害賠償請求権等の権利を行使することはできない。 

   そして，第一追加議定書においても，その規定の文言上，国家が責任を

負うべき相手方が個人であることを明記したものはなく，個人が国家に対

して権利内容を実現する方法又は手続にも一切言及していないから，第一

追加議定書９１条は，ヘーグ陸戦条約３条と同様，あくまでも国家間の国

家責任を定めたものにすぎず，個人が加害国に直接，謝罪請求を含む損害

賠償請求をすることを認める特別の国際法規範に当たらないことは明ら

かである。 

 憲法２９条３項に基づく損失補償請求に関して 

ア 控訴人らの，憲法２９条３項に基づく損失補償請求は当審で初めて主張

されたものであり，原審における国家賠償法１条１項に基づく損害賠償請

求等に新たに追加的に併合することを申し立てるものである。損失補償請

求は，相手方の審級の利益に配慮する必要があるから，控訴審における損

失補償請求を国家賠償法１条１項の損害賠償請求に予備的，追加的に併合

する訴えの変更には相手方の同意を要すると解されているところ，被控訴

人は，控訴人らの当審における上記追加請求に係る訴えの変更に同意しな

い。したがって，控訴人らの当審における前記追加請求に係る訴えは不適

法であり，却下されるべきである。 

イ 特別の規定のない限り，法令を時間的に遡及して適用することができな

いのは当然の事理であり，このことは憲法にも同様に当てはまる。日本国

憲法は，昭和２１年１１月３日に公布され，その１００条１項において，

「この憲法は，公布の日から起算して六箇月を経過した日から，これを施

行する。」と定め，昭和２２年５月３日から施行されたものであるが，憲

法に遡及適用を認めた規定はなく，憲法はその施行前の行為について適用
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されない。そうすると，被控訴人の行為は，控訴人らが自認するように憲

法施行前のものであるから，被控訴人の行為に対する憲法の適用ないし類

推適用を論じる余地はない。 

  控訴人らのいう「憲法施行後も日々継続的に発生している」損失は，憲

法施行前の行為による因果の流れが戦後にも及んでいることをいうもの

にすぎず，当該損失が憲法施行後の行為によって生じたものでない以上，

当該損失の補償に関して憲法を適用ないし類推適用する前提を欠くこと

に変わりはない。 

  また，恩給法，戦傷病者戦没者遺族等援護法，原子爆弾被爆者の医療等

に関する法律が憲法施行前の事実に及ぶのは，各法が特に定めたからであ

って，憲法がその施行前の行為に適用されるか否かとは全く次元を異にす

る問題である。 

  以上のとおり，憲法はその施行前の行為に適用されないから，憲法２９

条３項が憲法施行前に生じた生命，身体の自由の侵害にも適用されるとす

る控訴人らの主張には理由がない。 

   ウ また，控訴人らが主張する戦争犠牲ないし戦争被害に関する補償は，憲

法の全く予想するところではなく，その補償に関しては，単に政策的見地

からの配慮が考えられるにすぎないものであり，憲法２９条３項に基づく

損失補償を認める余地はない。これは確立された判例である。 

     したがって，控訴人らが主張する爆撃における戦争損害についても，こ

れに対する補償は憲法の全く予想するところではなく，憲法２９条３項を

根拠とした損失補償が認められる余地はない。 

   エ 憲法２９条３項は，財産権に対する適法な侵害に対する損失補償を定め

たものであって，生命・身体に対する侵害について憲法２９条３項に基づ

く損失補償を認めるものではない。仮に，控訴人らが主張するように，生

命・身体に対する侵害について憲法２９条３項に基づく損失補償を認める
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と，正当な補償をすれば人の生命・身体を収用できることになりかねず，

不当である。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所も，控訴人らの請求はいずれも理由のないものと判断する。その理

由は，以下のとおりである。 

 ２ 事実関係 

控訴人ら（承継前１審原告を含む。）は，請求原因を基礎付ける事実として，

旧日本軍による重慶及びその周辺地域に対する爆撃が無防守都市に対する無差

別爆撃であり，その一環として控訴人らに対する加害行為が行われたとして，

旧日本軍による爆撃企図や被害の甚大性や悲惨さ等の爆撃行為の全貌について

の詳細な事実関係の主張・立証を行っているところ，被控訴人は，控訴人らの

請求は法的主張として成り立つ余地はなく，事実関係については認否不要であ

るとして，控訴人らの主張・立証に対して，何ら反論・反証を行わず，これを

争点化することに一貫して反対する姿勢をとっている。 

そこで，まず，控訴人らの法的主張の当否の判断の前提として，控訴人らが

被控訴人に帰責しうると主張する具体的な権利侵害が生じているか否かについ

て判断するに，当裁判所も，原審認定のとおり，旧日本軍の爆撃（以下「本件

爆撃」という。）により，控訴人らに具体的な権利侵害が生じた事実を認める。 

   控訴人らは，さらに進んで，控訴人らの法的主張の当否を正しく判断するた

めには，本件爆撃が地上軍による占領企図が全くない中で行われた無防守都市

への無差別爆撃であり，非人道的な残虐行為により一般住民に対して著しく悲

惨かつ深刻な被害を生じさせたことの実態についての事実認定が必要不可欠で

あり，原審判決の事実認定はこの点において不十分であると主張し，当審にお

いてかかる事実関係の立証のための人証を申請する。 

しかしながら，控訴人らの本件請求の当否は，本件爆撃当時の国際法におい

て，個人が所属する国家以外の国家から戦争被害を受けた場合に，個人が国際
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法上の法主体として，直接，加害国に対して損害賠償請求権を行使しうるか否

か，あるいは，大日本帝国憲法下の法体系のもとで，国家の権力行為により損

害を受けた個人が国に対して損害賠償を請求することができたか否か，すなわ

ち国家無答責の法理が採用されていたか否かを中核とする法的主張の当否に懸

かっているところ，これらはいずれも，個々の事案を離れた客観的な法の存在

及び内容に関する法的問題であるから，その当否の判断に控訴人らの主張する

ような事実関係の確定は必要でないのみならず，既に述べたとおり，本件にお

いては，一方当事者が争点の論理的関係に照らして，事実関係について確定不

要であるとして，あえて何らの反論・反証も行っていないことに照らすと，事

実確定のための基礎資料の観点からも，判断に必要な範囲を超えて事実関係の

確定を行うことは相当ではないと思料される。 

したがって，上記のとおり，被控訴人の行為によって控訴人らの具体的な権

利侵害が生じたとの原審判決の認定するところを前提として，控訴人らの法的

主張の当否について以下に検討する。 

 ３ 争点に対する判断 

控訴人らの当審における主張も踏まえて，その法的主張の当否について判断

するに，次のとおり補正し，後記４に当審における控訴人らの追加請求に対す

る判断を付加するほかは，原判決「第５ 当裁判所の判断」の２ないし７に記

載のとおりであるから，これを引用する。 

   原判決９２頁１８行目「主張するが，証拠（乙９）」を「主張し，当審

において意見書（甲１４８９）を提出し，同意見書は，ハーグ平和会議第

２回会議でドイツ代表は「中立の者に損害を与えた交戦国は，彼らに生じ

させた不法行為につき，彼らに賠償する義務を負う。・・・敵対国の者に

損害を与えた違反の場合は，賠償の問題は和平の締結時に解決されるもの

とする。」との条文案を提出し，この提案は概ね支持されることとなった

が，中立国・敵対国と損害を被った者を分ける規定の仕方について，イギ
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リス，フランスその他から容認できないとする反対論があり，最終的に現

在の規定になったのであり，個人の損害賠償請求権については，当時の資

料からは紛糾・否定されたとの事実は認められないから，３条に至る審議

においては終始，個人の請求権は当然のこととする共通認識があったとみ

てよいとする。しかしながら，条約の審議経過は条約の解釈の補助的手段

に過ぎず（条約法に関するウィーン条約３２条参照），ヘーグ陸戦条約３

条が条文の文理解釈において国家間の権利義務を定めたものと解釈される

ことは既に述べたとおりであるが，証拠（甲１４７１，乙８ないし１０）」

と改める。 

 同９２頁２３行目「その審議の過程で」を「その審議の過程においては，

賠償の支払条件や内容の決定及び支払の実施は国家間で行われることを当

然の前提とした発言が複数の代表からなされる一方，個人に生じた損害の

救済の具体的方法に関する発言は全くなされておらず，」を加える。 

   同９３頁１６行目「いえない」から同頁１７行目末尾までを「いえない。

本件において問題となっているのは，ヘーグ陸戦条約３条の規定に基づき

個人が直接，加害国家に対して損害賠償請求権を行使しうるか否かであり，

個人が所属する国家以外の国家等に対して同条以外の何らかの請求根拠を

有する場合に付随争点として当該国家の行為の適法性判断にヘーグ陸戦条

約等の国際法規範を援用しうるか否かの問題ではないから，控訴人らの援

用する裁判例の存在を考慮に入れても前記の判断は左右されない。」と改

める。 

 同９３頁２２行目「認められないから，」を「認められず，控訴人らが

指摘する前記の各国の国内裁判所の裁判例もこれを基礎付けるものとはい

えないから，」と改める。 

 同９４頁７行目冒頭から同頁１３行目末尾までを削除する。 

   同９４頁２２行目「空戦規則案」から同行末尾までを削除する。 
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   同９５頁２行目「原告らの主張は」の次に「，その前提を欠き」を加え

る。 

   同９５頁２行目末尾に行を改め，以下のとおり加える。 

   「 控訴人らは，空戦規則案は国際慣習法化していたとし，旧日本軍が昭

和６年９月１８日に行った錦州爆撃に対する「国際連盟日華紛争調査委

員会」（リットン調査団）の報告書（昭和７年１０月）における批判，

旧日本軍が昭和１２年に行った南京爆撃に対する国際連盟総会の「都市

爆撃に対する対日非難決議」の全会一致採択（昭和１２年９月３０日），

旧日本軍の空戦マニュアルが軍事目標主義を採用していたこと，ドゥー

リットル隊飛行士に対する日本の軍律法廷の判決，那覇空襲，東京空襲

及び原爆投下への日本政府の抗議書などを根拠として挙げる。しかしな

がら，これらはいずれも，個人が所属国以外の国家による空戦規則案に

反する行為により戦争被害を受けた場合に，加害国に対して直接，損害

賠償請求権を行使できる取扱いが，国家間に法的確信を伴って一般的な

慣行として行われていたことまでを示すものではなく，控訴人らの主張

するような国際慣習法が成立していたことを基礎付けるものとはいえな

いから，上記の判断を左右するものではない。」 

   同１０２頁１７行目末尾に行を改め，次のとおり加える。 

   「 控訴人らは，国家が行う行為が本来的に不法行為である場合には，そ

の行為は保護すべき権力作用ではなく，国家無答責の法理は適用されな

いとも主張する。しかしながら，大日本帝国憲法の下においては，国家

の行為が不法行為に当たる場合であっても権力作用に基づくものである

場合には，民法の不法行為の規定の適用が排除され，他に国の損害賠償

責任を認める法を有しないという法体系がとられていたことをもって国

家無答責の法理と呼ぶに過ぎず，控訴人らの主張は何ら国に対する損害

賠償請求権の発生を根拠付けるものではなく，失当である。」 
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   同１０６頁９行目の「その内容」から同頁１４行目末尾までを次のとお

り改める。 

「立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に

侵害するものであることが明白な場合や，国民に憲法上保障されている権

利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠で

あり，それが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理由なく長期にわ

たって立法措置を怠る場合などにおいては，例外的に，国会議員の立法行

為又は立法不作為は，国家賠償法１条１項の規定の適用上，違法の評価を

受けるものというべきである（最高裁判所平成１７年９月１４日大法廷判

決・民集５９巻７号２０８７頁参照）。」 

   同１０６頁２２行目「２８０８頁」の次に「，最高裁判所平成４年４月２

８日第三小法廷判決・裁判集民事１６４号２９５頁，最高裁判所平成９年３

月１３日第一小法廷判決・民集５１巻３号１２３３頁，最高裁判所平成１３

年１１月２２日第一小法廷判決・裁判集民事２０３号６１３頁，最高裁判所

平成１６年１１月２９日第二小法廷判決・裁判集民事２１５号７８９頁」を

加える。 

 同１０７頁２行目の「憲法の」から同頁４行目の「であるから」までを「憲

法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や，

国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法

措置を執ることが必要不可欠であり，それが明白であるにもかかわらず，国

会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠る場合などの例外的な場

合にはあたらないから」に改める。 

 ４ 当審における控訴人らの追加請求について 

 第一追加議定書９１条に基づく請求 

 ア 控訴人らは，第一追加議定書９１条に基づいて，本件爆撃によって控訴

人らが受けた損害について，個人として直接に加害国たる被控訴人に対し
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て，損害賠償請求及び謝罪請求をすることが可能であると主張する。 

 イ しかしながら，被控訴人が第一追加議定書へ加入したのは平成１６年８

月３１日であり，発効したのは平成１７年２月２８日である。しかるとこ

ろ，条約法に関するウイーン条約２８条は，「条約は，別段の意図が条約

自体から明らかである場合及びこの意図が他の方法によって確認される

場合を除くほか，条約の効力が当事国について生ずる日前に行われた行

為，同日前に生じた事実又は同日前に消滅した事態に関し，当該当事国を

拘束しない。」と規定しており，条約の効力は不遡及が原則とされている。

そして，第一追加議定書の文言上，条約の効力についての一般原則とは別

異に取り扱う趣旨を読み取ることはできないし，また，日本が第一追加議

定書に加入する際に片面的に遡及適用を許容する旨の表明を行った事実

もないことからすると，第一追加議定書は，同議定書発効後の事実につい

てのみ適用があるものと解さざるを得ない。そうすると，控訴人らは，昭

和１８年までに旧日本軍が行った爆撃により発生した被害について賠償

等を求めるものであり，第一追加議定書の効力が被控訴人について生じる

以前の行為であり，第一追加議定書が適用されることはないから，控訴人

らの請求は理由がない。 

   ウ 控訴人らは，ジュネーブ諸条約が定める「重大な違反行為」のように国

際社会が看過できない重大な事態の場合には，被害者への損害賠償が戦争

後に定められたり，慣行が明文化されたりして，それらが実行されること

は，これを国際社会が容認する限り許容されていると主張する。しかしな

がら，控訴人らの主張を根拠付ける第一追加議定書９１条を遡及的に適用

する条約若しくは国際慣習法が存在するとは認められないから，控訴人ら

の主張は採用できない。 

エ 以上によれば，控訴人らの第一追加議定書を根拠とする請求はいずれも

理由がない。 
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   憲法２９条３項に基づく損失補償請求 

ア 控訴人らは，当審において，本件爆撃による被害について，憲法２９条

３項に基づく損失補償請求及び謝罪請求を追加する。 

イ しかしながら，控訴審において，国賠法１条１項に基づく損害賠償請求

に憲法２９条３項に基づく損失補償請求を追加的に併合請求することは，

当該請求が，被告を同じくし，その主張する経済的不利益の内容が同一で

請求額もこれに見合うものであり，同一の行為に起因するものとして発生

原因が実質的に共通するなど，相互に密接な関連性を有するときは，当該

請求の追加的併合は，請求の基礎を同一にするものとして民訴法１４３条

による訴えの追加的変更に準じて許容しうるが，損失補償請求が公法上の

請求として行政訴訟手続によって審理されるべきものであることなどを考

慮すれば，相手方の審級の利益に配慮する必要があるから，相手方の同意

を要するものと解される（最高裁判所平成５年７月２０日第三小法廷判決

・民集４７巻７号４６２７頁参照）。 

  しかるところ，被控訴人は，控訴人らの当審における追加請求に係る訴

えの変更に同意しないとしている。そうすると，控訴人らの当審における

憲法２９条３項に基づく追加請求に係る訴えは訴えの追加的変更が許され

ないことになるから，不適法な訴えであり，却下を免れない。 

ウ この点，控訴人らは，上記最高裁判決が相手方の同意が必要としたのは，

新たに追加される損失補償請求についての訴訟が，行政事件訴訟における

実質的当事者訴訟に当たり，行政庁が訴訟参加できること（行政事件訴訟

法４１条１項，２３条）に照らして，第一審における行政庁の参加の機会

を一方的に奪うことは適当でないことを考慮したものであるから，処分ま

たは裁決した行政庁以外の行政庁が存在しない場合には，相手方の同意は

不要と解すべきであり，本件では，控訴人らに爆撃をしたのは日本軍の陸

海航空隊で，その地位を現在引き継いでいるのは被控訴人で，被控訴人以
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外の参加行政庁は存在しないのであるから，本件においては，被控訴人の

同意なく，憲法２９条３項に基づく損失補償請求を追加的に併合すること

が許されると主張する。 

しかしながら，行政事件訴訟法上の関連請求の追加的併合の場合には，

控訴審における併合に当たっては相手方の同意を要すること（行政事件訴

訟法４１条２項，１９条１項，１６条２項参照）との均衡に照らしても，

参加行政庁の存否が直ちに被控訴人の審級の利益に反映するとは解し難い

ことから，控訴人らの主張は採用できない。 

エ なお，日本国憲法は，昭和２１年１１月３日に公布され，１００条１

項において，「この憲法は，公布の日から起算して六箇月を経過した日

から，これを施行する。」と定め，昭和２２年５月３日から施行された

ものであるところ，憲法に遡及適用を認めた規定はなく，施行前の行為

に適用はないから（最高裁判所昭和２３年１２月２７日大法廷判決・刑

集２巻１４号１９４０頁参照），控訴人らの憲法２９条３項に基づく請

求はそもそも理由のないものである。 

控訴人らは，日本国憲法は施行前の戦争被害に対する補償措置をとる

ことを認めているとも主張するが，既に述べたとおり，控訴人らの主張

するような戦争損害に対する補償については，憲法の全く予想するとこ

ろではなく，その補償に関しては，単に政策的見地からの配慮が考えら

れるに過ぎないものと解されるから，控訴人らの主張は採用できない。 

さらに，控訴人らは，身体に損傷を受け，健康を害されたことによる

経済的損失，精神的苦痛は，憲法施行後も日々継続して発生していると

も主張するが，憲法施行前の行為の結果が残存していることを主張する

に止まり，行為が憲法施行後も継続していることを主張するものではな

いから，採用できない。 

 ５ よって，控訴人らの当審における追加請求のうち憲法２９条３項に基づく部
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分はいずれも不適法であるからこれらを却下し，その余の当審における追加請

求及び控訴人らの控訴はいずれも理由がないから棄却することとして，主文の

とおり判決する。 

    東京高等裁判所第５民事部 
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